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情報通信審議会答申（情審通第３６）答申を踏まえ 

たユニバーサルサービス制度の補てん対象額の算定 

方法の見直し（諮問第１１７１号）について 
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◆ 来年度以降のユニバーサルサービス制度の補てん対象額の算定方式について、利用者負担を抑制することを目的として速やかに
見直すこと。

平成19年3月30日付け情報通信審議会答申「長期増分費用方式に基づく
平成19年度の接続料等の改定」からの要望事項

■ 平成19年3月30日付け情報通信審議会答申「長期増分費用方式に基づく平成19年度の接続料等の改
定」において、以下の4点を要望。このうち補てん対象額の算定方式について、今回見直しを行うもの。

利用者負担を抑制する方向で、補てん対象額の算定方式の見直し。利用者負担を抑制する方向で、補てん対象額の算定方式の見直し。

◆各事業者において負担金の利用者負担は、可能な限り抑制する方向で検討することが望ましい。

◆現在検討が進められているユニバーサルサービス制度自体の見直しも、可能な限り前倒しを行い、速やかに結論を得るこ

とが望ましい。

◆見直しに当たっては、固定電話の接続料におけるNTS コストの在り方と密接に関連することから、これと同時並行的に見
直すこと。

要望の背景要望の背景
○ 平成19年度の接続料が低下することにより、各電気通信事業者の接続料負担額は減少。
○ ユニバーサルサービス制度の負担金の額は、1番号当たり7円／月から増加することが見込まれる。
○ ユニバーサルサービス制度の負担金は５３社中５０社が利用者負担

⇒利用者負担の増加を可能

な限り回避することが適当。

支援機関に各接続電気通信事業者等への周知を要請。（☞平成１９年４月６日実施済）

平成２０年度以降の固定電話の接続料算定方法の見直しと同時並行的に検討。

「新競争促進プログラム2010（06年9月19日公表）」に基づき09年に情報通信審議会の審議を経て行う予
定の制度の見直しに向けた本格検討の可能な限りの前倒し。



ユニバーサルサービス制度の補てん対象額の算定方法の見直し案【ベンチマーク方式の修正】

高コスト地域（高コスト地域（4.94.9％）のコストのうち、「全国平均費用」をベンチマークとし、これを超える部分を補てん対象額と％）のコストのうち、「全国平均費用」をベンチマークとし、これを超える部分を補てん対象額と
して算定する現行方式から、して算定する現行方式から、

「全国平均費用＋「全国平均費用＋22σσ」を」をベンチマークとし、これを超える部分を補てん対象額として算定ベンチマークとし、これを超える部分を補てん対象額として算定する方式にする方式に

移行。移行。

平成18年度交付金認可ベース

全国平均費用＋２σ
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Ｈ１８年度Ｈ１８年度 Ｈ１９年度Ｈ１９年度 Ｈ２０年度Ｈ２０年度

①見直し前：現行ベンチマーク
「全国平均費用」

１５２億円（実績） １９５－２７５億円 ２８０－３８０億円

②見直し後：修正ベンチマーク
「全国平均費用＋２σ」

－ ９６－１２７億円 １２９－１６８億円

ユニバーサルサービスの補てん対象額、合算番号単価の推計値

補てん補てん対象対象額額 （認可年度）

補てん対象額算定の前提

■ H19年度、H20年度の補てん対象額は、情報通信審議会答申「ユニバーサルサービス基金制度の在り方」（H17年
10月25日）において推計したものを使用。

■ ②の算定上、公衆電話の補てん対象額、緊急通報の補てん対象額は、H18年度の補てん対象額（それぞれ、３１
億円、１億円）と同額とする。

■ 合算番号単価の算出に用いた電気通信番号は、H19.1末現在の1億8,122万番号とする。

Ｈ１８年度Ｈ１８年度 Ｈ１９年度Ｈ１９年度 Ｈ２０年度Ｈ２０年度

③見直し前 ７円（実績） ９－１３円 １３－１７円

④見直し後 － ４－６円 ６－８円

合算番号単価合算番号単価



20072007年年
４月４月 ５月５月 ６月６月 ７月７月 ８月８月 ９月９月 １０１０月月

電気通信

事業部会等

20
▲
答
申

19

審議スケジュール

▲
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
委
員
会

▲
諮
問

（
▲
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
委
員
会

）

下
旬
▲
意
見
公
募
締
切

19
▲
意
見
公
募
開
始

▲
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
委
員
会



主婦連合会主婦連合会

■ 今回の接続料の改定により、通信事業者は接続料の支払いが軽減。

■ 他方、今年からスタートしたユニバーサルサービス制度の負担金は、ほとんどの通信事業者が全額を利用者に転嫁。

■ 負担金は来年度以降増加する見込みであり、ユーザは、一層の負担を強いられる。

■ 通信事業者は、接続料の軽減がされた上に、ユニバーサルサービス制度の負担も免れている現状は、許容できない。

■ 今後も通信事業者だけがメリットを享受することがないよう、現行のユニバーサルサービス制度について、早急に点検・見直しを求める。

① 平成１９年度以降のユニバーサルサービス制度の補てん額が膨らむことのないよう、総務省は速やかに算定方法の見直しを行うこと。

② 通信事業者はユニバーサルサービス制度の負担金の利用者への転嫁を行わないこと。

③ ユニバーサルサービス制度の今後のあり方について、前倒しして結論を得ること。

（主婦連合会の■の部分と同様の意見に加え）次の３点を実施すること。

① 平成19年度以降のユニバーサルサービス制度の補てん額が膨らむことのないようにすること。

② 通信事業者はユニバーサルサービス制度の負担金の利用者への転嫁を行わないこと。

③ ユニバーサルサービス制度の今後のあり方について、消費者の納得する形で結論を得ること。

（主婦連合会と同様の意見）

Ｈ１９接続料の改定に係る意見募集における消費者団体からの意見の概要

全国地域婦人団体連絡協議会全国地域婦人団体連絡協議会

東京都地域婦人団体連盟東京都地域婦人団体連盟
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